
関係法令（抄）

医療法

（昭和二十三年七月三十日法律第二百五号）

第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必

要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行

うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供す

るとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

第六条の三 病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」という。）の管理者は、

厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情

報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当

該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

２ 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働

省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、

同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

３ 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところ

により、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると

認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要

な情報の提供を求めることができる。

５ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告

された事項を公表しなければならない。

６ 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を

行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若し

くは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることが

できる。

一 開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。

二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設

したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、一年以上業務を再開しないとき。

三 開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反し

たとき。

四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。



医療法施行規則

（昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号）

第一条 医療法 （昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。）第六条の三第一項 の規定

による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都

道府県知事の定める日までに行うものとする。

２ 法第六条の三第一項 の規定により、病院、診療所又は助産所（以下「病院等」という。）の

管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおり

とする。

第一条の二 法第六条の三第二項 の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府

県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。

２ 前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとす

る。

第一条の三 病院等の管理者は、法第六条の三第三項 の規定により、同条第一項 の規定による

書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法（以下この章において「電磁的方法」という。）であつて次項に掲げる

ものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及

びファイルへの記録の方式を示さなければならない。

２ 法第六条の三第三項 に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの

イ 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法

ロ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送

信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ハ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる

事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

憶しておくことができるものをもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを

交付する方法

第一条の四 都道府県知事は、法第六条の三第五項 の規定により、同条第一項 及び第二項 の規

定により報告された事項について、次に掲げる方法により公表しなければならない。

一 医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を

選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するイ

ンターネットを活用した方法



二 書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に

表示する方法


